
稲城市立学校の学区制及び通学区域に関する基本方針 

本市は、土地区画整理事業や南武線高架化事業、ニュータウン地区での住宅建設

などが進み、市域の状況が大きく変化しています。開発の進展に伴い人口も着実に

増加し、今後も児童・生徒の増加が見込まれる状況となっています。 

こうした状況の中、市立小中学校の教育環境をより良いものとするため、学識経

験者、学校関係者及び地域活動関係者で構成する「稲城市立学校適正学区等検討委

員会」を設置し、学区制及び通学区域のあり方について検討いただきました。 

適正学区等検討委員会は 2 年にわたり６回開催され、検討を進めていく中で、通

学区域変更等によって影響を受ける地域の学校関係者及び地域活動関係者の意見を

伺った上で、平成 24 年 11 月１日に「検討結果報告書」が提出されました。 

市教育委員会では、適正学区等検討委員会から示された意見を尊重しつつ、通学

区域変更対象地域の事前住民説明を行った上で、稲城市立学校の学区制及び通学区

域に関する基本方針を下記のとおり策定しました。 

なお、南山東部土地区画整理事業地区内に入居が想定される時期に合わせ、平成

24 年 12 月 17 日に基本方針の一部を策定しましたが、このたび、それを含め全体

的な基本方針として策定しました。 

平成 25 年１月 28 日  

稲城市教育委員会 

記 

１ 学区制について 

通学上の負担軽減、安全性の確保、災害時の適切な対応が図られること、児童・

生徒数の推移予測により計画的に学校施設整備が図られることから、これまでど

おり指定校制を採用します。 

なお、転居、兄姉在学、身体的・精神的な理由などにより指定校変更を認める

制度は継続し、通学区域の弾力的な運用を図ることとします。 
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２ 通学区域について 

(1) 学校規模の現状と将来予測 

① 学校規模の現状 

学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）において、標準的な学

校規模を小中学校ともに 12 学級以上 18 学級以下と定めています。 

平成 24 年５月１日における小中学校の児童生徒数及び学級数は、「表－１

小学校児童数・学級数」、「表－２ 中学校生徒数・学級数」のとおりとなっ

ています。小学校においては 11 校中２校が小規模校、１校が大規模校、中

学校では６校中４校が小規模校となっています。 

表－１ 小学生児童数・学級数      （平成 24 年５月１日現在） 

学校名  児童数  学級数  学校名  児童数  学級数  

稲城第一  ５９１  １８ 向  陽  台 ２８７  １２  

稲城第二  １１２  ６ 城  山 ４５２  １５  

稲城第三  ５６２  １７ 長  峰 ４９８  １６  

稲城第四  ５０５  １５ 若  葉  台 １，０５６  ３１  

稲城第六  ２６３  １０ 平  尾 ４６３  １４  

稲城第七  ４７３  １６ 合 計  ５，２６２  １７０  

表－2 中学生生徒数・学級数       （平成 24 年５月 1 日現在） 

学校名  児童数  学級数  学校名  児童数  学級数  

稲城第一  ３５４  １１ 稲城第四 ２０９  ７  

稲城第二  ２８８  １０ 稲城第五 ４２１  １２  

稲城第三  ４０６  １１ 稲城第六 ５０８  １５  

 合 計  ２，１８６  ６６  

② 将来予測 

少人数学級に関する国の政策動向が不透明なため、小学１年生及び２年生、

中学１年生を 35 人学級と想定し、南山東部土地区画整理事業の保留地処分

計画を考慮した上で、今後 10 年間の児童生徒数・学級数の推移を予測しま

した。 
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その結果は、以下に述べるとおりですが、南山東部土地区画整理事業の換

地の部分、現在進んでいる市施行の土地区画整理事業及びその他の開発行為

による影響については、把握や推計が難しいことから加味していませんので、

実際の学級数等が推移予測を上回る可能性があります。 

ア 小学校 

○小規模校・・・稲城第二小学校 

○大規模校・・・稲城第一小学校、稲城第三小学校、稲城第七小学校 

○使用可能教室数超・・・稲城第三小学校、稲城第七小学校 

イ 中学校 

○小規模校・・・稲城第二中学校、稲城第四中学校、稲城第六中学校 

○大規模校・・・稲城第三中学校 

○使用可能教室数超・・・稲城第一中学校、稲城第三中学校 

(2) 基本的な観点 

通学区域の設定に当たっての基本的な考え方は、以下のとおりです。 

① 学校規模の適正化：可能な限り普通教室として使用可能な教室数を超えな

い学級数とすること。 

② 通学の安全の確保：可能な限り踏切や幹線道路、交通量の多い道路を渡ら

ずに済むようにするなど、通学の安全を図ること。 

③ 地域との関わり：地域活動と連携した学校教育が進められるよう配慮する

こと。 

(3) 通学区域の設定 

上の三つの観点のうち「②通学の安全の確保」を最優先項目として検討した

結果、通学区域を以下のとおり定めました。 

ア 南山地域について 

(ｱ) （仮称）南山小学校開校前の小学生 

南山東部土地区画整理事業地内において、（仮称）南山小学校が開校す

るまでの間（平成 26 年度末まで）に次に示す区域（下図の黒塗りの区域）
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に発生する小学生については、入居区域が稲城第三小学校の通学区域に隣

接することから、通学の安全性を踏まえ、稲城第三小学校を指定校としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) （仮称）南山小学校開校後の小学生 

（仮称）南山小学校開校後は、南山東部土地区画整理事業地内に発生す

る小学生は、地域の一体性を考慮し、下の(ｴ)に示す区域の小学生を除き、

（仮称）南山小学校を指定校とします。 

(ｳ) 稲城第一小学校区から（仮称）南山小学校区への編入 

稲城第一小学校の通学区域のうち南山地域（下図の黒塗りの区域）につ

いては、地域の一体性を考慮し、（仮称）南山小学校開校後は同校の学区に

編入します。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 南山地区の稲城第七小学校区 

稲城第七小学校の通学区域のうち南山地域（下図の黒塗りの区域）につ

いては、（仮称）南山小学校開校時において通学路として使用可能な道路が

築造される見込みがないため、（仮称）南山小学校開校後も稲城第七小学校

区とします。 
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(ｵ) 中学生 

南山東部土地区画整理事業地内の中学生については、道路の状況及び学

校規模を考慮し、下図に示す境界線で区切って、稲城第一中学校区と稲城

第三中学校区とします。 

 

稲城第三中学校区

稲城第一中学校区

境界線 

 

 

 

 

 

 

イ その他の地域について 

(ｱ) 稲城第三小学校区から（仮称）南山小学校区への編入 

稲城第三小学校学区のうち稲城駅南側の部分（下図の黒塗りの部分）は、

南山東部土地区画整理事業に伴う通学の安全性や区画整理事業の進展に伴

う地域の一体性、稲城第三小学校の学校規模を考慮し、（仮称）南山小学校

開校後は同校の学区に編入します。 

稲城駅 
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(ｲ) 稲城第三小学校区から稲城第六小学校区への編入 

南武線高架化事業に伴い踏切が解消されることから、通学の安全性や稲

城第三小学校の学校規模を考慮し、南多摩駅付近と稲城長沼駅付近の稲城

第三小学校と稲城第六小学校の学区境を、幹線道路である川崎街道で区切

り、下図の黒塗りの区域を稲城第三小学校区から稲城第六小学校区へ編入

します。 
南多摩駅 

稲城長沼駅 
 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 城山小学校区から向陽台小学校区への編入 

城山通りと向陽台公園通りに挟まれた区域（下図の黒塗りの区域）は、

道路を横断することなく、向陽台小学校に通学することができるため、通

学の安全性や城山小学校の学校規模等を考慮し、向陽台小学校学区へ編入

します。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 特別支援学級の通学区域について 

今後、特別支援教育の推進･充実に関する基本方針（平成 23 年 10 月 24 日

教育委員会決定）に基づき、特別支援学級の増設が計画されていますが、現

時点においては個々の特別支援学級の規模を予測することが極めて困難であ

ることから、今回は特別支援学級への指定校制の導入は見送ることとします。 
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しかし、将来的には、通学の利便性及び規模の適正を図るため、特別支援

学級についても指定校制の導入を検討することとします。 

(3) 通学区域変更等の時期 

   平成 27 年 4 月 1 日とします。 

ただし、南山東部土地区画整理事業地区に通学区域を設定する時期は、平成

25 年２月１日とします。 

(4) 児童・生徒の学区域変更に伴う経過措置について 

  通学校の変更に当たりましては、経過措置を設け、児童・生徒の心身に影響

を及ぼさないよう配慮します。 

具体的な内容は別紙のとおりとします。 

３ 今後について 

市教育委員会では、概ね５年ごとに適正学区等の検討を行うこととしています

が、国･都の施策の動向や開発の進展具合など、教育環境を取り巻く状況が大き

く変化した場合は、基本方針を適宜見直すこととします。 


